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新庁舎の役割・コンセプトの決定および

第２回市民ワークショップまでのご意見を踏まえ、市民全体の傾向を把握するため、1,500人を対象とした市民アン
ケートを行いました。 今回は、ワークショップ・1,500人市民アンケートを踏まえ、新庁舎の役割・コンセプトを決定しま
したのでお知らせいたします。
また、令和５年１２月に「新庁舎の機能」「新庁舎の複数候補地案」をテーマに第3回市民ワークショップを開催しました。

今後は、「新庁舎の機能決定」「複数候補地の決定」に向け、4,０００人を対象とした市民アンケートを行う予定です。

新庁舎整備の最新情報はこちら https://minokamochosha.jp

発行者：美濃加茂市総務部新庁舎整備推進課
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新庁舎の役割・
コンセプトの決定／

第３回市民
ワークショップ

新庁舎の役割・コンセプトの決定

第２回市民ワークショップのご意見や1,500人市民アンケートの結果や市職員へのヒアリングをもとに、新
庁舎の役割・コンセプトを決定しました。市民のみなさんが安心して頼ることができ、日々変化する未来を見
据えた庁舎となるよう、この役割・コンセプトをもとに、今後は新庁舎整備事業を進めていきます。

新庁舎の役割・コンセプトに係る市民アンケート （対象1,500人） 概要

美濃加茂市在住の満15歳以上のうち1,500人を対象とした市民アンケートを、令和5年11月に実施し、
607人の市民の皆様にご回答いただきました。 (回答率40.5%）
アンケートでは、市民ワークショップの結果を踏まえ、新庁舎の役割・コンセプト等について、市民全体の傾

向を把握しました。

新庁舎の役割

Q. 新庁舎の役割として、重要と思う項目の番号に〇
をつけてください。

新庁舎のコンセプト

Q.コンセプトとは、庁舎を具体的に形づくる上で、基本と
なる考え方のことです。
新庁舎のコンセプトとして、重要と思うキーワードに
〇をつけて下さい。1位

こどもや高齢者、外国籍の方、障がいのある
方など、どんな人でも受け入れられる

27.8％

２位 平日に働く人も頼りやすい 26.4％

３位
申請や相談がワンストップで対応でき、
わかりやすい窓口対応

25.4％

４位 駐車場が広く、車で来庁しやすい 24.4％

５位 災害時の拠点として、緊急時の対応ができる 24.2％

６位
新庁舎に行かなくても、申請等の手続きが
オンラインでできる

21.4％

1位
いつでもだれでも相談できる
頼りになる新庁舎

47.1％

２位 市民の暮らしを守る安心安全な新庁舎 42.7％

３位
新しい時代に対応できる
未来を見据えた新庁舎

39.4％

４位
みんなが使いやすい心と身体の
バリアフリー新庁舎

30.1％

※回答率２０％以上の項目を記載

※回答率３０％以上の項目を記載

第３回市民ワークショップを開催しました！

1



第３回市民ワークショップまとめ

STEP５ 「新庁舎の複数候補地案」 概要

• 「新庁舎の機能」 については、全体の傾向として、施設や設備のハードとしての機能だけではなく、職員同
士や自治体同士の連携や市民同士の交流、市民と職員の関わり方に関するご意見が多く出されました。

• 「新庁舎の複数候補地案」には、「災害に対する安心感」「市内全域や人口集中地区からの利便性」「土地の取
得費や建設費」の観点からのご意見が多く出されました。利便性については公共交通機関だけでなく、自
家用車での来庁を想定し、駐車場用地が周辺にあるかについても議論がされました。

• 市民からの提案として、施設の相互利用や利用者の利便性向上のため、既存施設（みのかも健康の森、市保
健センター（みのかも健康プラザ）、みのかも文化の森、総合福祉会館、ぎふ清流里山公園、岐阜県立国際た
くみアカデミー）周辺などが提案されました。

第３回市民ワークショップのご意見をまとめると、以下の通りです。

今後は「新庁舎の機能決定」「複数候補地の決定」に向け、市民4,０００人を対象とした市民アンケートを行い、
市民全体の傾向を把握します。

市内全域における立地の条件や主な市有地周辺のエリア(オレ
ンジ）をもとに「新庁舎の複数候補地案」を考えていただきまし
た。また、市民の方から候補地の提案（水色）をしていただきま
した。候補地はワークショップや今後予定している市民アン
ケートの意見を踏まえ、決定する予定です。

STEP４ 「新庁舎の機能」 概要

第3回市民ワークショップでは、STEP2で出された主な「新庁舎の役割」に対する「新庁舎の機能」を、例をも
とにご意見を出していただきました。
全体の傾向として、施設や設備のハードとしての機能だけではなく、職員同士や自治体同士の連携や市民同
士の交流、市民と職員の関わり方に関するご意見が多く出されました。主な意見は以下の通りです。

庁内の縦割りをなくし、横のつながりを大切にできることといった意見が出されました。

拠点とするための停電対策や防災機能に加え、連絡所等の市内他拠点や周辺自治体との連携を図ることと
いう意見が出されました。

デジタル化に賛成する一方で、デジタルが苦手な人も困らない仕組みやデジタルに馴染んでいけるような
機能を求める意見が出されました。

主な意見

● 「働きやすい環境」に対する機能について

● 「災害時の拠点」に対する機能について

● 「デジタル化」に対する機能について

市有地を中心とした
候補地案①～⑫

ワークショップ
参加者からの提案（A）～（H）
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市民4,000人アンケートの実施および

市民ワークショップの結果を踏まえ、新庁舎の機能・複数候補地案等について、市民全体の傾向を把握するため、
市民4,000人アンケートを実施しました。また、市民ワークショップ・市民4,000人アンケート・職員ワークショッ
プ・職員アンケートを踏まえ、新庁舎の機能・複数候補地を決定しましたのでお知らせいたします。
今後は、複数候補地において新庁舎立地に関する可能性調査を行った後、市民の皆さんと対話し情報共有を図る

ために、各8地区を回る「タウンミーティング」を行い、その後に整備地の決定を行う予定です。

新庁舎整備の最新情報はこちら https://minokamochosha.jp

発行者：美濃加茂市総務部新庁舎整備推進課

みんなの新庁舎
ポータルサイト

市民4,000人
アンケート/

新庁舎の機能・
複数候補地の決定

STEP６「複数候補地の決定」

STEP４「新庁舎の機能決定」

新庁舎の機能・複数候補地を決定しました！

新庁舎の役割と重点機能の位置づけ

第3回市民ワークショップ結果をもとに整理した複数候補地案のうち、市民4,000人アンケート結果の上位４
候補地を新庁舎整備の複数候補地として決定しました。
半径５００ｍの円の中心にある市有地に本庁舎を整備することを想定し、可能性調査を実施します。なお、必

要な市有地が確保できない場合は、駐車場などの本庁舎を補完する施設を円内で整備することを検討します。

市
⺠
の
安
⼼
な
暮
ら
し
を
守
る

未
来
を
⾒
据
え
た
新
庁
舎

誰もが利用しやすく、
必要なサービスがスムーズに提供される

業務効率の向上につながる
職場環境の充実

災害時の拠点として、
緊急時の対応ができる

環境の変化に対応できる庁舎

申請等の手続きがオンラインでできる

行政機能をできる限り集中させた
建設費を抑えた庁舎

平日に働く人も頼りやすい

こどもや高齢者、外国籍の方、障がいの
ある方など、どんな人でも受け入れられる

コンセプト 役割 重点機能

安
⼼

未
来

・総合窓口
・受けられる支援や仕組みのわかりやすさ
・プライバシーの守られる相談ブース

・わかりやすい案内サインや動線

・災害対策

・デジタルの申請・書類発行

・ワンフロアの相談窓口

・情報セキュリティの強化
・会議室やミーティングスペースの充実

・フレキシブル（柔軟）に用途変更できる空間

ワークショップやアンケートにより、市民及び職員の目線で必要な機能を収集・整理し、新庁舎の機能を決定
しました。必要だと思う機能として回答の多い機能を優先度（重要度）の高いものとして、重点機能と位置づ
け整理しました。

畜産研究所
（前平公園） 周辺

プラザちゅうたい
周辺 現庁舎 周辺

大手町公園
周辺

大手町公園周辺

木曽川

プラザちゅうたい周辺

中央図書館

プラザちゅうたい

美濃加茂市役所

加茂警察署

可茂総合庁舎

木曽川緑地
ライン公園太田交流センター

大手町公園
前平公園駅

前平公園

美濃太田駅

畜産研究所

畜産研究所（前平公園） 周辺

現庁舎周辺

※半径５００ｍは「都市構造の評価に関する
ハンドブック」(国⼟交通省)における、⾼齢者
の⼀般的な徒歩圏内である。

生涯学習センター

3



畜産研究所
（前平公園）周辺

大手町公園 周辺

現庁舎 周辺

プラザちゅうたい 周辺

1位.用地が確保しやすい（市有地等）
2位.車でのアクセスがよい
３位.災害に強い

1位.公共交通機関によるアクセスがよい
2位.車でのアクセスがよい
３位.人が集いやすい

1位.車でのアクセスがよい
２位.公共交通機関によるアクセスがよい
３位. 用地が確保しやすい（市有地等）

1位.車でのアクセスがよい
２位.公共交通機関によるアクセスがよい
３位.人が集いやすい

市民4,000人アンケート・職員ワークショップ・職員アンケートの概要

市民ワークショップの結果を踏まえ、新庁舎の機能・複数候補地案等について、市民全体の傾向を把握するた
め、市民4,000人アンケートを実施しました。
市民4,000人アンケートは、美濃加茂市在住の満15歳以上のうち4,000人を対象に令和6年2月に実施し、

1,504人の市民の皆様にご回答いただきました。 (回答率37.6%）
※この回答人数は統計学上３％未満の誤差で対象市民全体の傾向が把握できるものとなります。

市民4,000人アンケート結果（1～10位） 職員アンケート結果（1～9位）

1位
総合窓口
（ワンストップサービス）

30.6％

２位 わかりやすい案内サインや動線 30.5％

３位 受けられる支援や仕組み 27.3％

４位 災害対策室 24.1％

５位 一次避難所機能 21.9％

６位 災害時活用できる広い駐車場 21.9％

7位 備蓄スペース（緊急物資等） 21.5％

8位 デジタルの申請・書類発行 19.8％

9位 ワンフロアの相談窓口 18.4％

10位 情報セキュリティの強化 15.6％

※回答者全体の１５％以上の回答率の機能

市民4,000人アンケート

職員ワークショップ・アンケート

新庁舎の機能に係る結果の抜粋

新庁舎の複数候補地に係る結果の抜粋

Q.「新庁舎の機能」について特に必要だと思う項目を選択してください。

現在市役所で勤務する職員から、新庁舎の機能についての意見聴取を行うため職員ワークショップ及び
アンケートを実施しました。
職員ワークショップは、令和6年2月に実施し、44人の職員が参加しました。
また、職員アンケートを令和6年3月に実施し、308人の職員が回答しました。

1位
総合窓口
（ワンストップサービス）

44.8％

２位 プライバシーの守られる相談ブース 39.3％

３位
わかりやすい案内サインや動線、
案内タッチパネル

37.3％

４位 会議室やミーティングスペース 24.7％

５位 デジタルの申請・書類発行 23.4％

６位 広いトイレ 21.4％

7位 食堂・コンビニ等 18.8％

8位 停電対策（非常用発電設備等） 15.9％

9位 フレキシブル（柔軟）に用途変更できる空間 15.6％

※市民のために特に必要な新庁舎の機能

1位 畜産研究所（前平公園）周辺 39.0％

２位 大手町公園周辺 28.7％

３位 現庁舎周辺 28.1％

４位 プラザちゅうたい周辺 24.8％

５位 みのかも文化の森周辺 15.2％

６位
市保健センター
（みのかも健康プラザ）周辺

13.6％

7位 東総合運動場周辺 12.9％

8位 市商業ビル周辺 12.7％

9位 クスリのアオキ新池店西側交差点周辺 12.5％

10位 岐阜県立国際たくみアカデミー周辺 12.0％

Q.今までの市民ワークショップで出たご意見を踏まえ、新庁舎の候補地として特に良いと思う候補地を
選択してください。

市民4,000人アンケート結果（1～10位） 上位４か所の選択理由
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つ

い
て

、
地

方
自

治
法

と
同

じ
く

住
民

の
利

便
性

に
加

え
、

職
員

の
働

き
や

す
さ

を
考

慮
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

〔
基
礎
知
識
〕
立
地
に
関
す
る
法
律

・
第
４
条
第
２
項
〔
事
務
所
の
設
置
又
は
変
更
〕

前
項

の
事

務
所

（
※

市
役

所
）

の
位

置
を

定
め

又
は

こ
れ

を
変

更
す

る
に

当
っ

て
は

、
住

民
の

利
用

に
最

も
便

利
で

あ
る

よ
う

に
、

交
通

の
事

情
、

他
の

官
公

署
と

の
関

係
等

に
つ

い
て

適
当

な
考

慮
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・
第
１
条
〔
目
的
〕

こ
の

法
律

は
、

国
家

機
関

の
建

築
物

の
位

置
、

構
造

、
営

繕
及

び
保

全
並

び
に

一
団

地
の

官
公

庁
施

設
等

に
つ

い
て

規
定

し
て

、
そ

の
災

害
を

防
除

し
、

公
衆

の
利

便
と

公
務

の
能

率
増

進
と

を
図

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

・
第
５
条
第
１
項
〔
庁
舎
の
位
置
〕

庁
舎

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
用

途
に

応
じ

て
、

公
衆

の
利

便
と

公
務

の
能
率
上
適
当
な
場
所
に
建
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

利
便
性
①

現
本

庁
舎

（
本

館
・

西
館

）
・

生
涯

学
習

セ
ン

タ
ー

み
の
か
も
健
康
の
森 リ

バ
ー
ポ
ー
ト
パ
ー
ク
美
濃
加
茂

文
化
会
館

前
平
公
園

右
：加

茂
警
察
署

左
：可

茂
総
合
庁
舎

消
防
本
部

中
央
図
書
館

中
央
体
育
館

東
図
書
館

み
の
か
も
文
化
の
森

健
康
プ
ラ
ザ
・

中
部
国
際
医
療
セ
ン
タ
ー

総
合
福
祉
会
館

西
体
育
館

加
茂

野
交
流
セ
ン
タ
ー

下
米

田
交
流
セ
ン
タ
ー

上
古

井
交
流
セ
ン
タ
ー

山
之

上
交
流
セ
ン
タ
ー

三
和

交
流
セ
ン
タ
ー

蜂
屋

交
流
セ
ン
タ
ー

伊
深

交
流
セ
ン
タ
ー

富
加

駅

前
平

公
園

駅
美

濃
太

田
駅

加
茂

野
駅

美
濃

川
合

駅

古
井

駅

下
米
田

さ
く
ら
の
森

牧
野

交
流
セ
ン
タ
ー

市
商
業
ビ
ル

分
庁

舎

中
山
道
会
館

太
田
病
院 太

田
交
流
セ
ン
タ
ー

ぎ
ふ
清
流

里
山
公
園

6



人
口
分
布

利
便
性
③

出
典

：
「
政

府
統

計
の

総
合

窓
口

(e
-S

ta
t)
」
、
統

計
地

理
情

報
シ
ス
テ
ム
、

境
界
デ

ー
タ
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
ー
小
地
域
-国

勢
調
査
-2

0
1
0
年
-4

次
メ
ッ
シ
ュ
(5

0
0
m
メ
ッ
シ
ュ
)

-人
口

及
び

世
帯

を
利

用
し
て
作

成
[
2
0
2
3
/
1
1
/
1
6
に
利

用
]

平
成
２
２
年

令
和
２
年

出
典

：
「
政

府
統

計
の

総
合

窓
口

(e
-S

ta
t)
」
、
統

計
地

理
情

報
シ
ス
テ
ム
、

境
界
デ

ー
タ
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
ー
小
地
域
-国

勢
調
査
-2

0
2
0
年
-4

次
メ
ッ
シ
ュ
(5

0
0
m
メ
ッ
シ
ュ
)

-人
口

及
び

世
帯

を
利

用
し
て
作

成
[
2
0
2
3
/
1
1
/
1
6
に
利

用
]

N
N

7



図
現

在
の

市
の
D
I
D

拡
大

図
範

囲

●
人

口
集

中
地

区
（

D
I
D
）

と
は

•
人

口
密

度
が

1
㎢

当
た

り
4,
00
0
人

以
上

の
基

本
単

位
区

等
が

市
区

町
村

の
境

域
内

で
互

い
に

隣
接

し
て

、
そ

れ
ら

の
隣

接
し

た
地

域
の

人
口

が
国

勢
調

査
時

に
5
,
00
0
人

以
上

を
有

す
る

地
域
の
こ
と
で
す
。

出
典

：
「
政

府
統

計
の

総
合

窓
口

(e
-S

ta
t)
」
、
統

計
地

理
情

報
シ
ス
テ
ム
、

境
界

デ
ー
タ
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
ー
小

地
域

-国
勢

調
査

の
う
ち
、

2
0
2
0
年

・
2
0
1
5
年

・
２
０
１
０
年

の
、
人

口
集

中
地

区
-世

界
測

地
系

平
面

直
角

座
標

系
・

S
h
a
p
e
fi
le

を
利
用
し
て
作
成
[
2
0
2
3
/
1
0
/
1
7
に
利
用
]

●
市

の
人

口
集

中
地

区
•

人
口

集
中

地
区

は
、

美
濃

太
田
駅

の
北

側
に

広
が

っ
て

お
り

、
近

年
徐

々
に

そ
の

面
積

は
増

加
し
て
い
ま
す
。

図
D
I
Dの

変
化

拡
大
図

現
本

庁
舎

美
濃

太
田

駅

前
平

公
園

駅

美
濃

川
合

駅

人
口
集
中
地
区
（
DI
D）

利
便
性
④

N

N

8



出
典
：
美
濃
加
茂
市
ハ
ザ
ー
ド
マ

ッ
プ
、
水
害
ハ
ザ
ー
ド

マ
ッ
プ
作
製
の
手
引
き
（
国
土
交

通
省
）

を
加
工
し
て
作
成

現
本

庁
舎

想
定
浸
水
深
（
計
画
規
模
降
雨
）

災
害
①

•
そ
の
川
を
将
来
的
に
氾
濫
さ
せ
な
い
よ
う
に
整
備
す
る
際
に
目
標
と
す

る
大
雨
の
こ
と
で
す
。

•
河
川
の
流
域
の
大
き
さ
や
、
氾
濫
が
想
定
さ
れ
る
範
囲
な
ど
を
考
慮
し

て
定
め
た
も
の
で
、
河
川
毎
に
個
別
に
定
め
て
い
ま
す
。

●
計

画
規

模
の

降
雨

と
は

•
建
設
が
予
定
さ
れ
て
い
る
新
丸
山
ダ
ム
は
、
9
・
28
水
害
と
同
規
模
の
河

川
水
量
に
お
い
て
も
安
全
に
水
を
流
す
こ
と
を
目
標
と
し
て
お
り
、
今

渡
ダ
ム
下
流
地
点
で
は
約
2.
7m
の
水
位
低
下
効
果
が
見
込
ま
れ
て
い
ま

す
。

•
木

曽
川

の
計

画
規

模
降

雨
は

、
1
0
0
年

に
1
回

程
度

の
確

率
で

発
生

す
る

降
雨

で
あ

り
、

木
曽

川
流

域
の

範
囲

で
平

均
し

て
2
日

間
で

2
9
5
mm

の
雨

が
降
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
ま
す
。

•
右

上
地

図
は

計
画

規
模

降
雨

で
氾

濫
し

た
場

合
の

浸
水

想
定

で
す

。
現

本
庁
舎
で
は
0
.5
～
3.
0
m
の
浸
水
が
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

•
計

画
規

模
降

雨
に

よ
り

木
曽

川
が

破
堤

し
た

場
合

の
現

庁
舎

周
辺

の
浸

水
継
続
時
間

※
は
4
時
間
未
満
と
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

●
木

曽
川

の
洪

水
浸

水
想

定
区

域
（

計
画

規
模

）

計
画
規
模
降
雨
：

木
曽

川
流

域
の

範
囲

で
平

均
し

て
2
日

間
で

2
9
5
m
m
の

雨
が

降
る

こ
と

を
想
定

し
て
い

ま
す
。

※
浸

水
継
続

時
間
と

は
、
氾

濫
水
到

達
後

、
浸

水
深

が
5
0㎝

に
な
っ

て
か
ら

5
0
㎝

を
下

回
る
ま

で
の
時

間
の
こ

と
で

す
。

想
定

の
前
提

と
な
る

流
域

御
嶽

山

恵
那

山
美
濃
加
茂
市

木
曽
川

飛
騨

川

木
曽
川
流
域

(
5,
27
5
㎢
)

•
木
曽
川
以
外
の
河
川
の
情
報
は
、
新
庁
舎
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
に
掲
載

し
て
お
り
ま
す
。
以
下
QR
コ
ー
ド
か
ら
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

・
飛

騨
川

・
加
茂
川

・
蜂
屋
川

・
詰
田
川

・
大
洞
川

・
廿
屋
川

・
太
市
川

・
納
古
川

・
深
渡
川

・
飯
田
川

・
川
浦
川

N

9



想
定
浸
水
深
（
想
定
最
大
規
模
降
雨
）

災
害
②

•
想

定
し

う
る

最
大

規
模

の
降

雨
の

こ
と

で
す

。
「

想
定

最
大

規
模

」
の

降
雨

規
模

は
、

基
本

的
に

は
10
00

年
に

1
回

程
度

（
1
年

の
間

に
発

生
す

る
確

率
が

1
/
10
00
(0
.1
%)

以
下

の
降

雨
）

を
想

定
し

て
い

ま
す

。

●
想

定
最

大
規

模
の

降
雨

と
は

現
本

庁
舎

•
例
と
し
て
、
木
曽
川
の
想
定
最
大
規
模
降
雨
に
よ
る
浸
水
が
想
定
さ

れ
る
区
域
は
右
上
の
図
の
通
り
で
す
。

こ
れ
は
、
木
曽
川
流
域
の
範
囲
で
平
均
し
て
2
日
間
で
5
27
mm
の
雨
が

降
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
ま
す
。

•
右
上
地
図
は
想
定
最
大
規
模
で
氾
濫
し
た
場
合
の
浸
水
想
定
で
す
。

現
本
庁
舎
で
は
1
0.
0～

20
.0
m
の
浸
水
が
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

•
想

定
最

大
規

模
降

雨
に

よ
り

木
曽

川
が

破
堤

し
た

場
合

の
現

庁
舎

周
辺
の
浸
水
継
続
時
間

※
は
21
時
間
未
満
と
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

●
木

曽
川

の
洪

水
浸

水
想

定
区

域
（

想
定

最
大

規
模

）

•
木
曽
川
以
外
の
河
川
の
情
報
は
、
新
庁
舎
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
に
掲
載

し
て
お
り
ま
す
。
以
下
QR
コ
ー
ド
か
ら
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

・
飛

騨
川

・
加
茂
川

・
蜂
屋
川

・
詰
田
川

・
大
洞
川

・
廿
屋
川

・
太
市
川

・
納
古
川

・
深
渡
川

・
飯
田
川

・
川
浦
川

※
浸

水
継
続

時
間
と

は
、
氾

濫
水
到

達
後

、
浸

水
深

が
5
0㎝

に
な
っ

て
か
ら

5
0
㎝

を
下

回
る
ま

で
の
時

間
の
こ

と
で

す
。

N

想
定

の
前
提

と
な
る

流
域

御
嶽

山

恵
那

山
美
濃
加
茂
市

木
曽
川

飛
騨

川

木
曽
川
流
域

(
5,
27
5
㎢
)

想
定
最
大
規
模
降
雨
：

木
曽

川
流

域
の

範
囲

で
平

均
し

て
2
日

間
で

5
2
7
m
m
の

雨
が

降
る

こ
と

を
想
定

し
て
い

ま
す
。
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土
砂
災
害
の
恐
れ
の
あ
る
地
域

災
害
③

●
土

砂
災

害
と

は

•
土

砂
災

害
の

お
そ

れ
の

あ
る

地
域

は
、

土
砂

災
害

防
止

法
に

基
づ

き
イ
エ
ロ
ー
ゾ
ー
ン
と
レ
ッ
ド
ゾ
ー
ン
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

•
ど

ち
ら

の
区

域
内

に
も

新
庁

舎
は

建
設

し
な

い
こ

と
が

望
ま

し
い

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

区
域

[
イ

エ
ロ

ー
ゾ

ー
ン

]
土

砂
災

害
警

戒
区

域
[
レ

ッ
ド

ゾ
ー

ン
]

土
砂

災
害

特
別

警
戒

区
域

説
明

土
砂

災
害

の
お

そ
れ

が
あ

る
地

域
土

砂
災

害
の

恐
れ

の
あ

る
地

域
の

う
ち

、
建

築
物

に
損

壊
が

生
じ

、
住

民
に

著
し

い
危

害
が

生
じ

る
恐

れ
が

あ
る

地
域

土
砂

災
害

防
止

法
上

の
方

針
危

険
の

周
知

、
警

戒
避

難
体

制
の

整
備

特
定

の
開

発
行

為
に

対
す

る
許

可
制

、
建

築
物

の
構

造
規

制
等

新
庁

舎
建

設
に

お
け

る
考

え
方

こ
の

区
域

内
に

は
建

設
し

な
い

こ
と

が
望

ま
し

い
と

考
え

ら
れ

ま
す

。

出
典

：
「
土

砂
災

害
防

止
法

の
概

要
」
（
国

土
交

通
省

,H
2
3
.8

）
よ
り
抜

粋
h
tt
p
s
:/
/
w
w
w
.m

li
t.
g
o
.j
p
/
ri
v
e
r/
s
a
b
o
/
d
o
s
y
a
h
o
u
_r
e
v
ie

w
/
0
1
/
1
1
0
8
0
3
_s
h
ir
y
o
2
.p

d
f

•
大

雨
や

地
震

な
ど

が
引

き
金

と
な

っ
て

、
山

や
が

け
が

崩
れ

た
り

、
水

と
混

じ
り

合
っ

た
土

や
石

が
川

か
ら

流
れ

出
た

り
す

る
自

然
災

害
の
こ
と
で
す
。

•
こ

の
う

ち
、

右
の

地
図

で
は

「
急

傾
斜

地
の

崩
壊

」
と

「
土

石
流

」
の
恐
れ
の
あ
る
地
域
を
示
し
て
い
ま
す
。

●
レ

ッ
ド

ゾ
ー

ン
・

イ
エ

ロ
ー

ゾ
ー

ン

表
各

ゾ
ー

ン
に
対

す
る
新

庁
舎
建

設
の

考
え

方

図
急

傾
斜

地
の
崩

壊
と
土

石
流
の

説
明

N

※
R
5.
3.
31
現
在
の
マ
ッ
プ
で
す
。
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出
典

：
「
市

街
地

液
状

化
対

策
推

進
ガ
イ
ダ
ン
ス
【
本

編
】
」
（
国

土
交

通
省

都
市

局
都

市
安

全
課

,R
1
.6

）
よ
り
抜

粋
h
tt
p
s
:/
/
w
w
w
.m

li
t.
g
o
.j
p
/
c
o
m
m
o
n
/
0
0
1
1
2
3
0
3
9
.p

d
f

出
典

：
「
液

状
化

現
象

に
つ
い

て
」
（
国

土
交

通
省

）
よ
り
抜

粋
h
tt
p
s
:/
/
w
w
w
.m

li
t.
g
o
.j
p
/
to

s
h
i/
to

s
h
i_
f
r1

_0
0
0
0
1
0
.h

tm
l[
2
0
2
3
.5

最
終
更
新
]

出
典

：
岐

阜
県

地
震

危
険

度
マ
ッ
プ

液
状

化
危

険
度

分
布

図
（
県

域
統

合
型

G
IS

ぎ
ふ
）
を
加

工

液
状
化
の
恐
れ
の
あ
る
地
域

災
害
④

●
液

状
化

と
は

•
地

震
が

発
生

し
て

地
盤

が
強

い
衝

撃
を

受
け

、
今

ま
で

互
い

に
接

し
て

支
え

あ
っ

て
い

た
土

の
粒

子
が

バ
ラ

バ
ラ

に
な

り
、

地
盤

全
体

が
ド
ロ
ド
ロ
の
液
体
の
よ
う
な
状
態
に
な
る
現
象
の
こ
と
で
す
。

•
液

状
化

が
発

生
す

る
と

、
地

盤
か

ら
水

が
噴

き
出

し
た

り
、

ま
た

、
そ

れ
ま

で
安

定
し

て
い

た
地

盤
が

急
に

柔
ら

か
く

な
る

た
め

、
そ

の
上

に
立

っ
て

い
た

建
物

が
沈

ん
だ

り
（

傾
い

た
り

）
、

地
中

に
埋

ま
っ

て
い

た
マ

ン
ホ

ー
ル

や
埋

設
管

が
浮

か
ん

で
き

た
り

、
地

面
全

体
が
低
い
方
へ
流
れ
出
す
と
い
っ
た
現
象
が
発
生
し
ま
す
。

可
能
性
が
高
い
（P

L
＞
１
５
）

可
能
性
が
あ
る
（5

<
P
L
≦
１
５
）

可
能
性
が
極
め
て
低
い
（
P
L
=
0
）

現
本
庁
舎

◎

●
液

状
化

対
策

•
液

状
化

の
「

可
能

性
が

高
い

」
地

域
、

「
可

能
性

が
あ

る
」

地
域

に
建

設
す
る
場
合
は
、
地
盤
改
良
な
ど
の
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

図
液

状
化

の
し
く

み

図
液

状
化

の
被
害

南
海
ト
ラ
フ
地
震
の
場
合

N

12



こ
の

地
図

は
以

下
の

著
作

物
を
改

変
し
て
利

用
し
て
い

ま
す

R
２
緊

急
輸

送
道

路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
図

、
岐

阜
県

、
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
・
コ
モ
ン
ズ
・
ラ
イ
セ
ン
ス

表
示

2
.1

（
h
tt
p
:/
/
c
re

a
ti
v
e
c
o
m
m
o
n
s
.o

rg
/
li
c
e
n
s
e
s
/
b
y
/
2
.1
/
jp

/
）

（
緊

急
輸

送
道

路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
図

（
県

域
統

合
型

G
IS

ぎ
ふ
）
[
2
0
2
3
/
1
1
/
1
0
に
利

用
]
に
基

づ
き
加

筆
）

第
１
次

◎

第
１
次
（高

速
道
路
）

第
２
次

現
本
庁
舎

●
緊
急
輸
送
道
路

•
災

害
直

後
か

ら
、

避
難

・
救

助
を

は
じ

め
、

物
資

供
給

等
の

応
急

活
動

の
た

め
に

、
緊

急
車

両
の

通
行

を
確

保
す

べ
き

重
要

な
路

線
の

こ
と

で
す

。

県
庁
所
在
地
、
地
⽅
中
⼼
都
市

及
び
重
要
港
湾
、
空
港
等
を
連

絡
す
る
道
路

第
１
次
緊
急
輸
送
道
路
と
市
町

村
役
場
、
主
要
な
防
災
拠
点
を

連
絡
す
る
道
路

N

災
害
⑤

緊
急
輸
送
道
路
網
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建
設
地
・
規
模

参
考
①

•
新
庁
舎
の
建
設
地
は
、
市
有
地
で
あ
れ
ば
コ
ス
ト
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
建

設
地

工
事
費

参
考
②

•
新
庁
舎
は
、
本
庁
舎
（
本
館
・
西
館
）
・
分
庁
舎
を
統
合
し
た
規
模
を
想
定
し
ま
す
。

●
必

要
な

規
模

台
数

×
基

準
面
積

※
＝

駐
車

場
面

積

来
庁

者
用
・

公
用
車

2
3
0
台

2
5
㎡

/
台

（
通

路
部
分

を
含
む

）

5
,
7
5
0
㎡

職
員

用
3
3
7
台

8
,
4
2
5
㎡

合
計

5
6
7
台

1
4,
17
5
㎡

駐
車

場
面
積

の
算
定

※
基

準
面
積

は
「
平

成
2
2年

度
地
方

債
同

意
等

基
準

運
用
要

綱
」
（

総
務
省

）
に

よ
る

•
駐

車
場

は
、

来
庁

者
用

及
び

公
用

車
、

職
員

用
（

計
約

5
7
0
台

）
を

想
定

し
ま

す
。

す
べ

て
平
面
駐
車
場
で
確
保
す
る
場
合
、
面
積
は
約
1
.4
ha
必
要
と
な
り
ま
す
。

①
床
面
積

国
土
交
通
省
及
び
総
務
省
の
基
準
に
基
づ
き
算
出
す
る
と
、
約
8,
50
0
～
9
,8
00
㎡
と
な
り
ま

す
。
た
だ
し
、
防
災
拠
点
機
能
や
市
民
交
流
機
能
は
こ
こ
に
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

※
今
後
、
現
庁
舎
の
実
態
調
査
等
に
よ
り
面
積
は
増
減
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

完
成

建
物

本
体
の

工
事

費
※

÷
床

面
積

＝
床

面
積
当

た
り

工
事

費
（

参
考

）
人

口
（

令
和

5年
4
月

）

土
岐

市
役
所

R
1

約
4
0
億

円
9
,
7
0
3
㎡

約
4
1
万
円

5
5
,
5
1
4
人

大
垣

市
役
所

R
1

約
1
0
4
億
円

2
0
,
8
0
6
㎡

約
5
0
万
円

1
5
8
,
6
7
6人

各
務

原
市
役

所
R
5

約
7
6
.
9
億
円

1
6
,
2
3
8
㎡

約
4
7
万
円

1
4
5
,
3
1
1人

羽
島

市
役
所

R
3

約
4
9
.
4
億
円

9
,
7
0
6
㎡

約
5
1
万
円

6
6
,
7
2
9
人

•
建
物
本
体
の
工
事
費
は
、
概
ね
55
～
60
億
円
を
見
込
ん
で
い
ま
す
。
算
定
根
拠
は
下
に
示
し

ま
す
。

（
こ
の
金
額
に
は
、
地
盤
改
良
、
造
成
工
事
、
外
構
工
事
の
ほ
か
、
庁
舎
建
設
の
周
辺
環
境

に
伴
う
道
路
や
水
路
等
の
基
盤
整
備
、
現
庁
舎
の
解
体
工
事
、
防
災
拠
点
機
能
、
市
民
交
流

機
能
、
備
品
購
入
、
職
員
駐
車
場
の
確
保
に
関
す
る
費
用
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
）

●
工

事
費

近
年

建
設
さ

れ
た
県

内
自
治

体
の
建

物
本

体
の

工
事

費
単
価

床
面

積
当
た

り
工
事

費
：

平
均
値

～
最

大
値

約
4
7
～
5
1
万

円
/
㎡

工
事

費
高
騰

分
（
1
.
2
7
倍
）

を
見
込

み
（

約
4
7～

5
1
万
円

）
×
1
.
2
7
＝
約
60
～
65
万
円
/
㎡

＜
算
定
根
拠
＞

②
床
面
積
あ
た
り
の
工
事
費

近
年
建
設
さ
れ
た
県
内
自
治
体
の
建
物
本
体
の
工
事
費
単
価
は
平
均
で
約
4
7
万
円
、
最
大
で

約
5
1
万
円
で
す
。

事
例
の
工
事
時
期
か
ら
現
在
ま
で
に
工
事
費
は
約
1
.2
7
倍
高
騰
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

（
約
4
7
～
5
1
万
円
）
×
1.
27
＝
約
6
0
～
6
5
万
円
を
想
定
し
ま
す
。

③
建
物
本
体
の
工
事
費

①
床
面
積
の
平
均
×
②
床
面
積
当
た
り
工
事
費
よ
り
、
概
ね
55
～
6
0
億
円
の
見
込
み
と

な
り
ま
す
。

①
床

面
積

×
②

床
面
積

あ
た
り

工
事
費

＝
建

物
本
体

の
工
事

費

9
,
1
5
0㎡

約
6
0
～

6
5万

円
/㎡

約
5
5
～
6
0
億

※
市

町
村
に

よ
っ
て

は
、
本

体
工
事

費
に

地
中

熱
設

備
や
液
状

化
対

策
工
事

な
ど

が
含

ま
れ

て
い
る

•
新
た
な
敷
地
に
お
い
て
、
敷
地
内
で
建
替
え
を
考
え
た
場
合
、

駐
車
場
面
積

＋
新
庁
舎
面
積
（
３
階
建
て
を
想
定
）

＋
既
設
建
物
面
積

1.
4h
a

0.
35
ha

0
.3
5h
a

よ
り
、
2.
1h
a
程
度
の
敷
地
面
積
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※
既
設
建
物
は
新
庁
舎
建
設
後
に
取
壊
し
、
新
庁
舎
工
事
中
も
必
要
駐
車
台
数
は
確
保

す
る
も
の
と
想
定
し
ま
す
。

•
新
た
な
敷
地
に
お
い
て
、
庁
舎
建
設
と
駐
車
場
確
保
を
考
え
た
場
合
、

駐
車
場
面
積

＋
新
庁
舎
面
積
（
３
階
建
て
を
想
定
）

1.
4h
a

0.
35
ha

よ
り
、
1.
8h
a
程
度
の
敷
地
面
積
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

新
庁

舎
0
.
3
5
h
a

既
設

建
物

0
.
3
5
h
a

駐
車

場
1
.
4
h
a

敷
地
面
積

2
.1
ha

⇒

新
庁

舎
0
.
3
5
h
a

駐
車

場
1
.
4
h
a

敷
地
面
積

1
.8
ha

⇒
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立
地
適
正
化
計
画

参
考
③

•
「

コ
ン

パ
ク

ト
・

プ
ラ

ス
・

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

」
の

考
え

方
で

、
住

宅
と

生
活

サ
ー

ビ
ス

に
関

連
す

る
医

療
、

福
祉

、
商

業
等

の
利

便
施

設
が

ま
と

ま
っ

て
立

地
す

る
よ

う
ゆ

る
や

か
に

誘
導
を
図
り
な
が
ら
、
公
共
交
通
と
連
携
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
も
の
で
す
。

•
現
計
画
は
2
02
0
～
2
04
0
年
の
20
年
後
を
展
望
し
た
計
画
で
す
。
5年

を
め
ど
に
見
直
し
ま
す
。

●
立

地
適

正
化

計
画

と
は

•
都

市
計

画
法

に
基

づ
き

、
市

街
地

を
中

心
と

し
て

、
一

つ
の

ま
と

ま
っ

た
都

市
と

し
て

整
備
・
開
発
ま
た
は
、
保
全
す
る
必
要
の
あ
る
地
域
で
す
。

●
都

市
計

画
区

域
と

は

都
市
計
画
区
域

用
途
地
域

参
考
④

•
医

療
・

福
祉

・
商

業
な

ど
の

都
市

機
能

を
誘

導
・

集
約

し
、

効
率

的
な

都
市

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を
図
る
区
域
で
す
。

•
美

濃
加

茂
市

で
は

、
美

濃
太

田
駅

周
辺

、
古

井
駅

周
辺

、
蜂

屋
南

地
区

の
３

エ
リ

ア
を

位
置

づ
け

、
都

市
の

活
力

（
に

ぎ
わ

い
・

回
遊

性
な

ど
）

を
向

上
さ

せ
る

機
能

を
備

え
た

都
市

拠
点
と
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

•
現
行
の
計
画
で
は
、
市
役
所
は
美
濃
太
田
駅
周
辺
地
区
に
誘
導
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

•
新

庁
舎

を
都

市
機

能
誘

導
区

域
外

に
建

設
す

る
場

合
、

立
地

適
正

化
計

画
の

変
更

・
見

直
し

の
必
要
性
を
検
討
す
る
こ
と
と
な
り
、
多
く
の
時
間
と
労
力
が
か
か
り
ま
す
。

●
都

市
機

能
誘

導
区

域
と

は

図
都

市
機

能
誘
導

区
域
と

そ
れ
ぞ

れ
の

誘
導

施
設

•
計

画
的

な
市

街
地

を
形

成
す

る
た

め
に

、
建

築
で

き
る

建
物

の
種

類
や

用
途

の
制

限
を

定
め

た
地
域
で
す
。

•
美

濃
加

茂
市

で
は

、
１

２
の

用
途

地
域

の
他

、
特

別
用

途
地

区
（

用
途

地
域

に
重

ね
て

地
区

の
特

性
に

ふ
さ
わ

し
い

土
地

利
用

の
増

進
、

環
境

の
保

護
な

ど
の

実
現

を
図

る
地

区
）

と
特

定
用

途
制

限
地
域

（
用

途
地

域
が

定
め

ら
れ

て
い

な
い

区
域

の
良

好
な

環
境

を
形

成
・

保
持

す
る
た
め
の
区
域
）
が
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

●
用

途
地

域
と

は

出
典

：
美

濃
加

茂
市

立
地

適
正

化
計

画

N

図
都

市
計

画
総
括

図
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•
農

業
振

興
地

域
の

整
備

に
関

す
る

法
律

に
基

づ
き

、
農

業
の

振
興

を
図

る
べ

き
地

域
と

し
て

都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
地
域
で
す
。

●
農

業
振

興
地

域
と

は

農
業
振
興
地
域
内

農
用
地
区
域

参
考
⑤

•
農

業
振

興
地

域
の

う
ち

、
今

後
10

年
以

上
の

長
期

に
わ

た
り

農
業

上
の

利
用

を
確

保
し

、
農

業
振
興
を
図
っ
て
い
こ
う
と
す
る
土
地
の
区
域
で
す
。

•
農
用
地
区
域
に
指
定
さ
れ
た
土
地
は
原
則
、
農
業
上
の
用
途
以
外
に
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

•
新

庁
舎

を
農

用
地

区
域

に
建

設
し

よ
う

と
す

る
場

合
、

一
定

の
条

件
を

満
た

し
た

う
え

で
手

続
き
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

●
農

用
地

区
域

と
は
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太
田

病
院

現
本

庁
舎

④
市

橋
グ

ラ
ウ
ン

ド
周

辺

⑫
下

米
田

グ
ラ
ウ

ン
ド

周
辺

⑦
プ

ラ
ザ

ち
ゅ
う

た
い

周
辺

⑥
畜

産
研

究
所

周
辺

⑪
東

総
合

運
動
場

周
辺

②
蜂

屋
南

エ
リ
ア

①
市

北
部

エ
リ
ア

健
康

の
森

リ
バ

ー
ポ

ー
ト

パ
ー
ク

文
化

会
館

前
平

公
園

警
察

署

可
茂

総
合

庁
舎

消
防

本
部

中
央

図
書

館

中
央

体
育

館

東
図

書
館

文
化

の
森

中
部

国
際

医
療

セ
ン
タ
ー

福
祉

会
館

西
体

育
館

③
サ

ン
・

ス
ポ
ー

ツ
ラ

ン
ド

美
濃
加

茂
周
辺

⑤
今

泉
グ

ラ
ウ
ン

ド
周

辺

⑧
現

庁
舎

周
辺

⑨
市

商
業

ビ
ル

周
辺

⑩
大

手
町

公
園

周
辺

新
庁
舎
の
複
数
候
補
地
案

中
山

道
会

館

下
米

田
さ
く
ら
の

森

こ
の
資

料
は

、
第

３
回

ワ
ー

ク
シ
ョ

ッ
プ
に

お
け

る
対

話
の

た
め
、

新
庁

舎
整

備
の

複
数

候
補
地

案
と
し

て
提

示
す

る
も

の
で

す
。

な
お
、

候
補

地
案

は
、

活
用

で
き
そ

う
な
市

有
地

を
中

心
に

し
た

半
径

５
０

０
メ

ー
ト

ル
の
場

所
（
③

～
⑫

）
の

１
０

か
所

と
し

て
い

ま
す

。

①
・
②

の
エ

リ
ア

に
つ

い
て

は
、
１

０
か
所

の
候

補
地

案
と

情
報

（
複

数
候

補
地

案
評

価
表
を

参
照
）

を
比

較
す

る
た

め
掲

載
し

て
い

ま
す

。

こ
の
資

料
を

参
考

に
し

て
対

話
を
行

い
、
市

民
の

皆
さ

ん
か

ら
の

声
を

反
映

し
、

複
数

候
補
地

案
の
決

定
を

し
た

い
と

考
え

て
い

ま
す

。

※
⑦
～

⑩
に

つ
い

て
は

、
候

補
地
案

の
場
所

に
重

な
る

部
分

が
あ

る
た

め
色

分
け

を
し
て

い
ま
す

。

候
補
地

案
資
料

２
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複数候補地案評価表
① ② ③ ④ ⑤

市北部
エリア

蜂屋南
エリア

サン・スポーツ
ランド美濃加茂

周辺

市橋グラウンド
周辺

今泉グラウンド
周辺

▲ ▲ △ △ △
・市街地及び鉄道駅
から離れている
・浸水害の影響は小
さいが、土砂災害、
液状化の危険性があ
り、また、緊急輸送
道路から離れている
・庁舎を建てられる
市有地がない

・市街地及び鉄道駅
から離れている
・浸水害の影響は小
さいが、土砂災害、
液状化の危険性があ
る
・緊急輸送道路は整
備されている
・庁舎を建てられる
市有地がない

・市街地及び鉄道駅
から離れている
・土砂災害、液状化
の危険性があり、ま
た、緊急輸送道路か
ら離れている
・庁舎＋駐車場が確
保できる市有地があ
る

・市街地及び鉄道駅
から離れている
・浸水害の影響は小
さいが、液状化の危
険性が高い
・緊急輸送道路は整
備されている
・駐車場の確保の検
討が必要

・市街地からやや離
れるが、鉄道駅が徒
歩圏内にある
・浸水害の影響は小
さいが、液状化の危
険性が高い
・緊急輸送道路は整
備されている
・駐車場の確保の検
討が必要

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

市街地から離れている
市街地からやや離れて
いる

市街地からやや離れて
いる

市街地からやや離れて
いる

市街地からやや離れて
いる

△ △ △ △ △
場所が決まっていない
ため

場所が決まっていない
ため

市道南上野池下線から
離れている

市道若宮加茂野線から
離れている

市道若宮加茂野線から
離れている

▲ ▲ ▲ ▲ △

離れている 離れている 離れている 離れている 加茂野駅から800m圏内

△ △ 〇 〇 〇
一部影響あり
大洞川、廿屋川、川浦
川

一部影響あり
蜂屋川、詰田川

影響なし 影響なし 影響なし

△ △ 〇 △ △
一部影響あり
大洞川、廿屋川、太市
川、川浦川

一部影響あり
蜂屋川、詰田川

影響なし
一部影響あり
蜂屋川

一部影響あり
蜂屋川

▲ △ △ 〇 〇

警戒区域が広域に分布 警戒区域が一部あり 警戒区域が一部あり 影響なし 影響なし

△ ▲ ▲ △ ▲

一部で可能性あり 広域で可能性あり 全域で可能性あり 一部で可能性が高い 全域で可能性が高い

▲ △ ▲ △ △

離れている
整備されている
（２次道路）

離れている
整備されている
（２次道路）

整備されている
（２次道路）

▲ ▲ 〇 △ △

市有地なし 市有地なし
サン・スポーツランド
美濃加茂
（23,922㎡）

市橋グラウンド
（7,963㎡）

今泉グラウンド
（約9,000㎡）

〇 〇 〇 〇 〇

無指定地域

無指定地域、第二種低
層住居専用地域、第一
種住居地域、工業地
域、工業専用地域
※一部建設不可の地域
あり

無指定地域 無指定地域 無指定地域

▲ ▲ 〇 △ △

用地取得が必要 用地取得が必要
市有地のみで平面駐車
場が確保可能

・敷地内で立体駐車場
など検討が必要
・敷地外で駐車場を確
保する場合は用地確保
検討必要

・敷地内で立体駐車場
など検討が必要
・敷地外で駐車場を確
保する場合は用地確保
検討必要

6 7 12 12 12
※評価基準の△・▲は、新庁舎建設の際に配慮（費用、時間等）が必要になる可能性が

　あることを示したものであり、建設できないことを表すものではありません。

総合評価

○：１５点以上
　△：１０～１４点

▲：　９点以下

利便性

市街地（ＤＩＤ地
区）からの距離

２車線道路との接道

鉄道駅からの距離

災害

浸水害

計画規模
降雨

想定最大
規模降雨

土砂災害

液状化
(南海トラフ地震)

緊急輸送道路

用地

市有地

用途地域

駐車場の確保
（来庁者用、公用
車、職員用）

評価点

候補地案資料３
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⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

畜産研究所
（前平公園）

周辺

プラザ
ちゅうたい

周辺
現庁舎周辺

市商業ビル
周辺

大手町公園
周辺

東総合運動場
周辺

下米田
グラウンド

周辺

〇 〇 〇 〇 〇 〇 ▲
・市街地に近く、鉄
道駅も徒歩圏内にあ
る
・浸水害の影響は小
さいが、液状化の危
険性が高い
・緊急輸送道路は整
備されている
・庁舎＋駐車場が確
保できる市有地があ
る

・利便性が非常に高
く、鉄道駅も徒歩圏
内にある
・浸水害の影響があ
るが、緊急輸送道路
は整備されている
・庁舎を建てられる
市有地があり、駐車
場も周辺で確保可能

・利便性が非常に高
く、鉄道駅も徒歩圏
内にある
・浸水害の影響があ
るが、緊急輸送道路
は整備されている
・庁舎を建てられる
市有地があり、駐車
場も周辺で確保可能

・利便性が非常に高
く、鉄道駅も徒歩圏
内にある
・浸水害の影響があ
るが、緊急輸送道路
は整備されている
・市有地以外で駐車
場の確保が必要

・利便性が非常に高
く、鉄道駅も徒歩圏
内にある
・浸水害の影響があ
るが、緊急輸送道路
は整備されている
・駐車場の確保の検
討が必要

・市街地に近く、鉄
道駅も徒歩圏内にあ
る
・浸水害の影響が小
さく、緊急輸送道路
も整備されている
・駐車場の確保の検
討が必要

・市街地及び鉄道駅
から離れている
・浸水害の影響は小
さいが、土砂災害の
危険性があり、ま
た、緊急輸送道路か
ら離れている
・駐車場の確保の検
討が必要

△ 〇 〇 〇 〇 △ ▲

市街地周辺 市街地 市街地 市街地 市街地 市街地周辺
市街地からやや離れて
いる

△ 〇 〇 〇 〇 〇 △
市道西町作り洞線から
離れている

市道島深田線と接道す
る

県道２０７号線（各務
原美濃加茂線）と接道
する

市道美濃太田駅南線と
接道する

市道田島飛鹿線と接道
する

神明森山線と接道する
市道今８７号線、市道
今２４３号線から離れ
ている

△ 〇 〇 〇 〇 △ ▲

前平駅から800m圏内
美濃太田駅から
800m圏内

美濃太田駅から
800m圏内

美濃太田駅から
800m圏内

美濃太田駅から
800m圏内

美濃川合駅から
1,600m圏内

離れている

〇 ▲ ▲ ▲ ▲ 〇 △

影響なし
影響あり
木曽川、加茂川

影響あり
木曽川、加茂川

影響あり
木曽川、加茂川

影響あり
木曽川、加茂川

影響なし
一部影響あり
深渡川、飯田川

△ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △
一部影響あり
木曽川

影響あり
木曽川、加茂川

影響あり
木曽川、加茂川

影響あり
木曽川、加茂川

影響あり
木曽川、加茂川

一部影響あり
木曽川

一部影響あり
深渡川、飯田川

〇 〇 〇 〇 〇 〇 ▲

影響なし 影響なし 影響なし 影響なし 影響なし 影響なし 警戒区域が広域に分布

△ 〇 〇 〇 〇 〇 〇

一部で可能性が高い 影響なし 影響なし 影響なし 影響なし 影響なし 影響なし

△ 〇 〇 〇 〇 〇 ▲
整備されている
（２次道路）

整備されている
（１次道路）

整備されている
（１次道路）

整備されている（１次
道路）

整備されている
（１次道路）

整備されている
（１次道路）

離れている

〇 △ △ △ △ △ △

畜産研究所
（約60,000㎡）

プラザちゅうたい
（12,748㎡）

現庁舎
（7,179㎡）

市商業ビル
（3,608㎡）

大手町公園
（約7,700㎡）

東総合運動場
（11,348㎡）

下米田グラウンド
（9,000㎡）

〇 〇 〇 〇 〇 ▲ 〇

無指定地域
第二種住居地域、近隣
商業地域

第二種住居地域、商業
地域

商業地域 第二種住居地域

第一種住居地域
第二種中高層住居専用
地域
※事務所等の床面積が
1,500㎡を超えるもの
は建設不可

無指定地域

〇 △ △ ▲ △ △ △

市有地のみで平面駐車
場が確保可能

・敷地内で立体駐車場
など検討が必要
・現庁舎敷地、分庁舎
敷地や周辺敷地（現在
の職員駐車場など）で
確保可能

分庁舎敷地や周辺敷地
（現在の職員駐車場な
ど）で確保可能

市有地以外で敷地確保
など検討必要

・敷地内で立体駐車場
など検討必要
・敷地外で駐車場を確
保する場合は用地確保
検討必要

・敷地内で立体駐車場
など検討必要
・敷地外で駐車場を確
保する場合は用地確保
検討必要

・敷地内で立体駐車場
など検討必要
・敷地外で駐車場を確
保する場合は用地確保
検討必要

16 16 16 15 16 15 9
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評価基準

○：２点 △：１点 ▲：０点
エリアの50％以上が
市街地（ＤＩＤ地
区）に属する。

エリアの中心が市街
地（ＤＩＤ地区）ま
で2km圏内。

市街地から離れてい
る。

市有地が２車線道路
と接道している。

市有地が２車線道路
と接道していない。

－

エリアの中心からＪ
Ｒの駅までの距離が
800ｍ以内
（徒歩10分以内）

エリアの中心からＪ
Ｒの駅までの距離が
1,600ｍ以内
（徒歩20分以内）、
長良川鉄道の駅まで
の距離が800ｍ以内
（徒歩10分以内）

エリアの中心からＪ
Ｒの駅までの距離が
1,600ｍ超
（徒歩20分超）、
長良川鉄道の駅まで
の距離が800ｍ超
（徒歩10分超）

計画規模降雨

エリア全域で浸水の
影響がない。

エリアの50％未満に
浸水の影響がある。

エリアの50％以上に
浸水の影響がある。

想定最大規模降雨

エリア全域で浸水の
影響がない。

エリアの50％未満に
浸水の影響がある。

エリアの50％以上に
浸水の影響がある。

エリア全域で土砂災
害の影響がない。

エリア内の一部に警
戒区域が分布する。

エリア内の広域に警
戒区域が分布する。

エリア全域で液状化
の影響がない。

エリアの50％未満に
液状化の可能性があ
る。

エリアの50％以上に
液状化の可能性があ
る。

第一次緊急輸送道路
（高速道路の場合は
ＩＣ）がエリア内に
整備されている。

第二次緊急輸送道路
がエリア内に整備さ
れている、または、
エリアの中心から第
一次緊急輸送道路ま
で1km圏内。

緊急輸送路道路がエ
リア内に整備されて
いない。

エリア内に2.1ha以上
の市有地がある。

エリア内に2.1ha未満
の市有地がある。

エリア内に庁舎を建
てられる規模の市有
地がない。

庁舎建設に影響する
用途制限なし。

－ 庁舎建設に影響する
用途制限あり。

エリア内の市有地の
みで平面駐車場
（1.8ha）が確保でき
る。

エリア内の市有地で
は平面駐車場が確保
できないが、立体駐
車場の整備や周辺敷
地（現在の職員駐車
場）で駐車場が確保
できる。

用地の取得が必要。

評価基準

市街地からの距離

緊急輸送道路

利便性

鉄道駅からの距離

災害

２車線道路との接道

浸水害

土砂災害

液状化
(南海トラフ地震)

用地

市有地

駐車場の確保
（来庁者用、公用車、職員用）

用途地域

評価視点 選定指標

候補地案資料４
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